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令和７年１２月２３日 

   総 長 裁 定 

 

（趣旨）  

第１条 この内規は、東京大学基本組織規則第１３条第２項の規定に基づく室として総長室

に設置される東京大学 EXPERT-GRI 推進室（以下「室」という。）の組織及び運営につ

いて、必要な事項を定める。 

 

（任務） 

第２条 室は、「国際統合研究基盤（GRI）」を試行的に導入し、その実施組織として人材の

受入れを円滑に行うため、グローバル卓越人材招へい研究大学強化事業（以下

「EXPERT-J」という。）による教職員の招へい及び受入れに関する支援その他事業の実

施に関し必要な事項を行うことを任務とする。 

 

（組織）  

第３条 室は、室長及び室員をもって構成する。  

 

 （室長） 

第４条 室長は、本学の理事、副学長又は教員のうちから総長が指名する。 

２ 室長は、室の業務を統括する。  

 

 （副室長） 

第５条 室に、副室長を置くことができる。  

２ 副室長は、室員のうちから室長が指名する。 

３ 副室長は、室長を補佐する。 

 

（室員） 

第６条 室員は、EXPERT-J の助成金により雇用される教職員及びその他室長が必要と認め

た教職員とする。 

 

（事務）  

第７条 室の事務は、本部関係各課及び関係部局の協力を得て、本部研究資金戦略課におい

て処理する。  

 

（補則）  



 

第８条 この内規に定めるもののほか、室の運営に関し必要な事項は、室長が別に定める。  

 

附 則  

この裁定は、令和７年１２月２３日から実施する。 


